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受   付   印                      
 
 
 
 

  
 政 治 団 体 設 立 届 
 

令和 〇 年 １０ 月 １日 

総  務  大  臣   
殿  東京都選挙管理委員会 政治団体の名称 とちょう党新宿支部 

事務所の所在地
東京都 
新宿区新宿△丁目１番１号 新宿ビル２０１号 

代表者の氏名 都庁 太郎 ㊞ 

政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。                                         
記  

ふ り が な と ち ょ う と う し ん じ ゅ く し ぶ 

政 治 団 体 の 区 分
☐ 政党  ■ 政党の支部  ☐ 政治資金団体（政党が指定） 
☐ 政治資金規正法18条の２第１項の規定による政治団体 
☐ その他の政治団体  ☐ その他の政治団体の支部 

政 治 団 体 
の 名 称 

とちょう党新宿支部 

（本部：とちょう党 ） 
国会議員関係政治団体の区分

☐ 政治資金規正法第19条の7 第１項第１号に係る国会議員関係政治団体 
☐ 政治資金規正法第19条の7 第１項第２号に係る国会議員関係政治団体 
☐ 政治資金規正法第19条の7 第１項第３号に係る国会議員関係政治団体 

目         的 別 紙 の と お り 組 織 年 月 日 令和 〇 年 ９ 月 ２８日
主たる事務所の
所在地 

〒160-0022 電 話（０３－５３２０－△△○○） 
新宿区新宿△丁目１番１号  

建物名・部屋番号 新宿ビル２０１号 

主たる活動区域 ☐ 全 国（２都道府県以上）・ ■ 東京都（新宿区 ） 
区         分 氏     名 住   所 ・ 電   話 生年月日      選任年月日 

ふ り が な とちょう たろう 〒160-0022 電話（03-5000-××××） ■昭和 ☐平成 令和 

代 表 者 都庁 太郎 新宿区新宿○丁目２番３号 〇〇・１０・１０ 〇・９・２８ 

ふ り が な とちょう じろう 〒160-0007 電話（03-5900-××××） ☐昭和 ■平成 令和 

会 計 責 任 者 都庁 次郎 新宿区荒木町○番２号 〇〇・７・７ 〇・９・２８

ふ り が な しんじゅく はるこ 〒35９-0046 電話（090-5321-○○○○） ■昭和 ☐平成 令和 
会計責任者の 
職 務 代 行 者 新宿 晴子 埼玉県所沢市北所沢町△丁目１番１号ヒルツ１０２号 〇〇・５・５ 〇・９・２８

支 部 の 有 無 ☐ 有   ■ 無 課税上の優遇措置の適用関係の有無                     ■ 有   ☐ 無 
政治資金規正法第 19 条
の７第１項第１号に係る
国会議員関係政治団体 

代表者である公職の候補者に係る公職の種類 
☐衆議院議員    ☐参議院議員 ☐現職   ☐候補者等 

政治資金規正法第 19 条
の７第１項第２号に係る
国会議員関係政治団体 

公職の候補者の氏名 （ふりがな） 公職の候補者に係る公職の種類 

  ☐衆議院議員 
☐参議院議員 

☐現職 
☐候補者等 

政治資金規正法第 19 条
の７第１項第３号に係る
国会議員関係政治団体 

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名 （ふりがな） 主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

  ☐衆議院議員   ☐参議院議員 
主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員の氏名 （ふりがな） 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

  ☐衆議院議員   ☐参議院議員 

  ☐衆議院議員   ☐参議院議員 

組織年月日と選任年月日とは原則的に一致します。 

政党支部の場合は、添付書類として、「支部証明書」と 

「政党の状況等に関する届」が必要です。 

≪記載例１≫ 政党支部（国会議員関係政治団体ではない）を新たに設立する場合
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受   付   印                      
 
 
 
 

  
 政 治 団 体 設 立 届 
 

令和 〇 年 １０ 月 １日 

総  務  大  臣   
殿  東京都選挙管理委員会 政治団体の名称 都庁太郎後援会 

事務所の所在地
東京都 
新宿区新宿△丁目１番１号 新宿ビル２０１号 

代表者の氏名 都庁 太郎 ㊞ 

政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。                                         
記  

ふ り が な とちょうたろうこうえんかい 

政 治 団 体 の 区 分
☐ 政党  ☐ 政党の支部  ☐ 政治資金団体（政党が指定） 
☐ 政治資金規正法18条の２第１項の規定による政治団体 
■ その他の政治団体  ☐ その他の政治団体の支部 

政 治 団 体 
の 名 称 都庁太郎後援会 

国会議員関係政治団体の区分
☐ 政治資金規正法第19条の7 第１項第１号に係る国会議員関係政治団体 
☐ 政治資金規正法第19条の7 第１項第２号に係る国会議員関係政治団体 
☐ 政治資金規正法第19条の7 第１項第３号に係る国会議員関係政治団体 

目         的 別 紙 の と お り 組 織 年 月 日 令和 〇 年 ９ 月 ２８日
主たる事務所の
所在地 

〒160-0022 電 話（０３ － ５３２０ －△△○○） 
新宿区新宿△丁目１番１号  

建物名・部屋番号 新宿ビル２０１号 

主たる活動区域 ☐ 全 国（２都道府県以上）・ ■ 東京都（新宿区 ） 
区         分 氏     名 住   所 ・ 電   話 生年月日      選任年月日 

ふ り が な とちょう たろう 〒160-0022 電話（03-5000-××××） ■昭和 ☐平成 令和 

代 表 者 都庁 太郎 新宿区新宿○丁目２番３号 〇〇・１０・１０ 〇・９・２８ 

ふ り が な とちょう じろう 〒160-0007 電話（03-5900-××××） ☐昭和 ■平成 令和 

会 計 責 任 者 都庁 次郎 新宿区荒木町○番２号 〇〇・７・７ 〇・９・２８ 

ふ り が な しんじゅく はるこ 〒35９-0046 電話（090-5321-○○○○） ■昭和 ☐平成 令和 
会計責任者の 
職 務 代 行 者 新宿 晴子 埼玉県所沢市北所沢町△丁目１番１号ヒルツ１０２号 〇〇・５・５ 〇・９・２８ 

支 部 の 有 無 ■ 有   ☐ 無 課税上の優遇措置の適用関係の有無                     
■ 有   ☐ 無 

政治資金規正法第 19 条
の７第１項第１号に係る
国会議員関係政治団体 

代表者である公職の候補者に係る公職の種類 
☐衆議院議員    ☐参議院議員 ☐現職   ☐候補者等 

政治資金規正法第 19 条
の７第１項第２号に係る
国会議員関係政治団体 

公職の候補者の氏名 （ふりがな） 公職の候補者に係る公職の種類 
  ☐衆議院議員 

☐参議院議員 
☐現職 
☐候補者等 

政治資金規正法第 19 条
の７第１項第３号に係る
国会議員関係政治団体 

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名 （ふりがな） 主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

  ☐衆議院議員   ☐参議院議員 
主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員の氏名 （ふりがな） 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

  ☐衆議院議員   ☐参議院議員 

  ☐衆議院議員   ☐参議院議員 

組織年月日と選任年月日とは原則的に一致します。 

都道府県知事、都道府県議会議員、政令指定都市の市長、

政令指定都市の市議会議員を推薦し、支持することを本来

の目的とする団体は「有」とすることができます。その場合

「被推薦書」の提出が必要です。 

なお、国会議員関係政治団体については記載例３をご覧く

ださい。 

≪記載例２≫ 後援会（国会議員関係政治団体でない）を新たに設立する場合
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受   付   印                      
 
 
 

  
 政 治 団 体 設 立 届 
 

令和 〇 年 １０ 月 １日 
総  務  大  臣   

殿  東京都選挙管理委員会 政治団体の名称 新宿晴子サポーターズ 

事務所の所在地
東京都 
千代田区霞が関△丁目５番地４ 

代表者の氏名 新宿 晴子 ㊞ 

政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。                                         
記  

ふ り が な しんじゅくはるこさぽーたーず 

政 治 団 体 の 区 分
☐ 政党  ☐ 政党の支部  ☐ 政治資金団体（政党が指定） 
☐ 政治資金規正法18条の２第１項の規定による政治団体 
■ その他の政治団体  ☐ その他の政治団体の支部 

政 治 団 体 
の 名 称 新宿晴子サポーターズ 

国会議員関係政治団体の区分
■ 政治資金規正法第19条の7 第１項第１号に係る国会議員関係政治団体 
■ 政治資金規正法第19条の7 第１項第２号に係る国会議員関係政治団体 
☐ 政治資金規正法第19条の7 第１項第３号に係る国会議員関係政治団体 

目         的 別 紙 の と お り 組 織 年 月 日 令和 〇 年 ９ 月 ２８日
主たる事務所の
所在地 

〒１００－００１３ 電 話（０ ３ － ５ ３ ２ ０ － △ △ ○ ○） 
千代田区霞が関△丁目５番地４  

建物名・部屋番号  

主たる活動区域 ☐ 全 国（２都道府県以上）・ ■ 東京都（全域） 
区         分 氏     名 住   所 ・ 電   話 生年月日      選任年月日 

ふ り が な しんじゅく はるこ 〒35９-0046 電話（090-5321-○○○○） ■昭和 ☐平成 令和 

代 表 者 新宿 晴子 埼玉県所沢市北所沢町△丁目１番１号ヒルツ１０２号 〇〇・５・５ 〇・９・２８ 

ふ り が な とちょう じろう 〒160-0007 電話（03-5900-××××） ☐昭和 ■平成 令和 

会 計 責 任 者 都庁 次郎 新宿区荒木町○番２号 〇〇・７・７ 〇・９・２８  

ふ り が な ちよだ さぶろう 〒114-0022 電話（0７0-１２３４-○○○○） ■昭和 ☐平成 令和 
会計責任者の 
職 務 代 行 者 千代田 三郎 東京都北区王子本町▲－４－５ 〇〇・１２・１２ 〇・９・２８ 

支 部 の 有 無 ☐ 有   ■ 無 課税上の優遇措置の適用関係の有無                     ■ 有   ☐ 無 
政治資金規正法第 19 条
の７第１項第１号に係る
国会議員関係政治団体 

代表者である公職の候補者に係る公職の種類 
■衆議院議員    ☐参議院議員 ■現職   ☐候補者等 

政治資金規正法第 19 条
の７第１項第２号に係る
国会議員関係政治団体 

公職の候補者の氏名 （ふりがな） 公職の候補者に係る公職の種類 

新宿 晴子 しんじゅく はるこ 

■衆議院議員 
☐参議院議員 

■現職 
☐候補者等 

政治資金規正法第 19 条
の７第１項第３号に係る
国会議員関係政治団体 

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名 （ふりがな） 主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

  ☐衆議院議員   ☐参議院議員 
主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員の氏名 （ふりがな） 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

  ☐衆議院議員   ☐参議院議員 

  ☐衆議院議員   ☐参議院議員 
 

組織年月日と選任年月日とは原則的に一致します。 

「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」が必要です。 

≪記載例３≫ 後援会（国会議員関係政治団体）を新たに設立する場合 
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【 参考 政治団体の規約の例 】 
 
規正法では、政治団体設立の届出を提出する際に必要とされている「規約等の文

書」の形式について定めていません。このことから、一般に団体として活動する上
で必要と思われる内容を次のように記載しますので、参考としてください。 
なお、この形式はあくまで参考ですので、当該団体が必要と思われる項目を適宜

自由に定めてください。また、別途「趣意書」、「綱領」等として定めた場合は、
その書面も添付してください。 
 

１ 一 般 の 政 治 団 体 の 規 約 例（１号団体の規約） 
 

新 宿 会 規 約 
 
１ 名  称 本会は、新宿会と称する。 
２ 事 務 所 本会の事務所は、東京都内に置く。 
３ 目  的 本会は、△△△△の理念に基づき、□□□□の実現のため

に必要な政治活動を行うことを目的とする。 
＜例＞  △ △ △ △ → 民主主義、自由主義、社会主義など 

□ □ □ □  →  福祉社会、住みよい日本など 
４ 事  業 本会の目的を達成するために、次の活動を行う。 

(１) 研究会、講演会の開催 
(２) 機関紙、その他印刷物の発行 
(３) 関係方面への宣伝活動 

～   
(10) その他、目的達成に必要な事業 

５ 会  員 本会の目的に賛同する者を会員とする。 
６ 役  員 本会は次の役員を置く。 

代表者、会計責任者、会計職務代行者など 
７ 会  議 ○○○○○○○ 
８ 経  費 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充て

る。 
９ 会  費 本会の会費は年＊＊＊＊円とする。 
10 会計年度 本会の会計年度は、毎年１月１日から 12 月 31 日までとす

る。 
11 そ の 他 ○○○○○○○ 

     
  付 則  本規約は、令和○○年○○月○○日より実施する。 

※ 目的には、政治上の主義・施策等政治活動の内容を具体的に書いてください。 

※ 付則の年月日は、設立届の組織年月日や異動届の異動年月日と原則一致します。 
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2 後援団体（後援会）の規約例（２号団体の規約） 
 

と ち ょ う 次 郎 後 援 会 規 約 
 
１ 名  称 本会は、とちょう次郎後援会と称する。 
２ 事 務 所 本会の事務所は、新宿区内に置く。 
３ 目  的 本会は、都庁次郎氏の政治活動を支援することを目的とす

る。 
（注） 都庁次郎は、戸籍名で記載すること。 
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11 そ の 他 ○○○○○○○ 

 

   
  付 則  本規約は、令和○○年○○月○○日より実施する。 

 
※ 目的には、支援する（後援する）公職の候補者の氏名〔戸籍名〕を明記してください。 

 
※ 付則の年月日は、設立届の組織年月日や異動届の異動年月日と原則一致します。 
 
※ 個人の寄附に関する課税上の優遇措置を受けることのできる後援会等の政治団体は、国会
議員、都道府県議会の議員及び知事、政令指定都市の議会の議員及び長の後援会に限られま
す（区市町村の議会の議員及び長は対象となりません。）。 
その場合には、「被推薦書」又は｢国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」の提出が

必要となります。 
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【 参考 政治団体の規約の例 】 
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必要となります。 
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被  推  薦  書 
 

令和○○年 ７月  １日 
 

    政治団体の名称  とちょう次郎後援会                                        
代表者の氏名   佐藤 花子     殿                 

 
 

私は、令和○○年  ５月 １日から貴団体の推薦（支持）を受けています。 
 
 氏        名 都庁 次郎       ㊞      

 住        所  新宿区西新宿○丁目１番１号 
 
 公職の種類       

 
都 議 会 議 員 （ 現職 ・ 候補者等 ） 

令和○○年 ７月 １日から 
 
 
（注意） 

  １ 「公職の種類」は、①都道府県の議会の議員 ②都道府県の知事 ③政令指定都市
の議会の議員 ④政令指定都市の市長 の区分により、現にその職にある者にあって
は、「都議会議員（現職）」、その職の候補者及び候補者になろうとする者にあっては、
「都議会議員（候補者等）」の例により記載すること。 

  ２ 「氏名」欄には、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 
  ３ 被推薦者が複数の場合には、被推薦者ごとに作成して添付すること。 
  ４ 公職の種類に異動があった場合には、「公職の種類」に異動後の公職の種類及び異

動年月日を「都議会議員（候補者等）（令和 年 月 日から）」の例により記載する
こと。 

≪記載例４≫  

・公職の種類の異動に伴い、「被推薦書」
を再度提出する場合、公職の種類の異
動年月日を記載します。 

・「政治団体設立届」に添付する場合、こ
の日付の記載は不要です。 

・「政治団体設立届」に添付する場
合、組織年月日と同じ日付を記
載します。 

・２回目以降に提出する「被推薦
書」には、最初に提出した「被
推薦書」に記載した日付と同じ
日付を記載します。 

公職の候補者の住所を記載します。
事務所の所在地ではありません。 

都道府県の議会の議員及び知事、政令指定都市の議会の議員及び長に係る公職
の候補者の推薦や支持を本来の目的とし、課税上の優遇措置が「有」の政治団
体を設立する場合、又は被推薦者の公職の種類、氏名等に異動が生じた場合に
必要な書類となります。 
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国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 
 

令和△△年  １１月  ３日 
 

政治団体の名称 しんじゅく次郎後援会 

代 表 者 の 氏 名 新宿 次郎 殿 
 

公職の種類 衆議院議員(候補者等)      
氏   名 新宿 次郎  ㊞             

住   所 新宿区四谷○丁目１番１号 
 
 貴団体は、私を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体として、政治資金

規正法第 19 条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に令和 △△年１１月１日か

ら該当するため同法第６条第１項又は第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、
同法第 19 条の８第１項の規定により通知します。 
 
（備考） 
 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
 ２ 「公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者にあっては「衆

議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあっては「衆議院議員（候補
者等）」の例により記載すること。 

 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 
 ４ 国会議員関係政治団体に該当することとなった年月日には、衆議院議員若しくは参議院議員に

係る公職の候補者となった日又は政治団体から本来の目的として推薦し、若しくは支持されるこ
ととなった日のいずれか遅い日を記載すること。 

 ５ 公職の種類に異動があった場合には、「公職の種類」に異動後の公職の種類及び異動年月日を「衆
議院議員（候補者等）（令和 年 月 日）から」の例により記載すること。 

公職の種類を変更する場合の記載例は、 
衆議院議員(現職）(令和〇○年９月１日から）

公職の候補者の住所を記載します。 
事務所の所在地ではありません。 

≪記載例５≫ 

公職の種類等の変更に伴い、「国会議員関
係政治団体に該当する旨の通知」を再度提
出する場合、最初に提出した「国会議員関
係政治団体に該当する旨の通知」に記載し
た日付と同じ日付を記載します。 

国会議員に係る公職の候補者の推薦や支持を本来の目的とし、課税上の優
遇措置が「有」の政治団体を設立する場合、又は被推薦者の公職の種類、
氏名等に異動が生じた場合に必要な書類となります。 
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被  推  薦  書 
 

令和○○年 ７月  １日 
 

    政治団体の名称  とちょう次郎後援会                                        
代表者の氏名   佐藤 花子     殿                 

 
 

私は、令和○○年  ５月 １日から貴団体の推薦（支持）を受けています。 
 
 氏        名 都庁 次郎       ㊞      

 住        所  新宿区西新宿○丁目１番１号 
 
 公職の種類       

 
都 議 会 議 員 （ 現職 ・ 候補者等 ） 
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（注意） 

  １ 「公職の種類」は、①都道府県の議会の議員 ②都道府県の知事 ③政令指定都市
の議会の議員 ④政令指定都市の市長 の区分により、現にその職にある者にあって
は、「都議会議員（現職）」、その職の候補者及び候補者になろうとする者にあっては、
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動年月日を「都議会議員（候補者等）（令和 年 月 日から）」の例により記載する
こと。 

≪記載例４≫  

・公職の種類の異動に伴い、「被推薦書」
を再度提出する場合、公職の種類の異
動年月日を記載します。 

・「政治団体設立届」に添付する場合、こ
の日付の記載は不要です。 

・「政治団体設立届」に添付する場
合、組織年月日と同じ日付を記
載します。 

・２回目以降に提出する「被推薦
書」には、最初に提出した「被
推薦書」に記載した日付と同じ
日付を記載します。 

公職の候補者の住所を記載します。
事務所の所在地ではありません。 

都道府県の議会の議員及び知事、政令指定都市の議会の議員及び長に係る公職
の候補者の推薦や支持を本来の目的とし、課税上の優遇措置が「有」の政治団
体を設立する場合、又は被推薦者の公職の種類、氏名等に異動が生じた場合に
必要な書類となります。 
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議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあっては「衆議院議員（候補
者等）」の例により記載すること。 

 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 
 ４ 国会議員関係政治団体に該当することとなった年月日には、衆議院議員若しくは参議院議員に

係る公職の候補者となった日又は政治団体から本来の目的として推薦し、若しくは支持されるこ
ととなった日のいずれか遅い日を記載すること。 

 ５ 公職の種類に異動があった場合には、「公職の種類」に異動後の公職の種類及び異動年月日を「衆
議院議員（候補者等）（令和 年 月 日）から」の例により記載すること。 

公職の種類を変更する場合の記載例は、 
衆議院議員(現職）(令和〇○年９月１日から）

公職の候補者の住所を記載します。 
事務所の所在地ではありません。 

≪記載例５≫ 

公職の種類等の変更に伴い、「国会議員関
係政治団体に該当する旨の通知」を再度提
出する場合、最初に提出した「国会議員関
係政治団体に該当する旨の通知」に記載し
た日付と同じ日付を記載します。 

国会議員に係る公職の候補者の推薦や支持を本来の目的とし、課税上の優
遇措置が「有」の政治団体を設立する場合、又は被推薦者の公職の種類、
氏名等に異動が生じた場合に必要な書類となります。 
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国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 

 
令和○○年 ○月 ○日 

 
 

政治団体の名称 しんじゅく次郎後援会 

代表者の氏名 新宿 次郎 殿 

 

氏   名 新宿 次郎  ㊞ 

住   所 新宿区四谷○丁目１番１号 
 
 私が衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなったことにより、貴団体は

令和○○年○月○日に政治資金規正法第 19 条の７第１項第２号に係る国会議員関係政

治団体に該当しなくなったため同法第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、
同法第 19 条の８第２項の規定により通知します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考） 
 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
 ２ この通知は、法第 19 条の８第１項の規定による通知をした者が行うこと。 
 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 
 ４ 国会議員関係政治団体に該当しなくなった年月日には、衆議院議員又は参議院議員に係る公

職の候補者でなくなった日を記載すること。 
 
 

この日付以降の寄附は、
寄附金控除の対象とは
なりません。 

≪記載例６≫  

公職の候補者の住所を記載します。 
事務所の所在地ではありません。 
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国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 

 
令和○○年 ○月 ○日 

 
 

政治団体の名称 しんじゅく次郎後援会 

代表者の氏名 新宿 次郎 殿 

 

氏   名 新宿 次郎  ㊞ 

住   所 新宿区四谷○丁目１番１号 
 
 私が衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなったことにより、貴団体は

令和○○年○月○日に政治資金規正法第 19 条の７第１項第２号に係る国会議員関係政

治団体に該当しなくなったため同法第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、
同法第 19 条の８第２項の規定により通知します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考） 
 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
 ２ この通知は、法第 19 条の８第１項の規定による通知をした者が行うこと。 
 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 
 ４ 国会議員関係政治団体に該当しなくなった年月日には、衆議院議員又は参議院議員に係る公

職の候補者でなくなった日を記載すること。 
 
 

この日付以降の寄附は、
寄附金控除の対象とは
なりません。 

≪記載例６≫  

公職の候補者の住所を記載します。 
事務所の所在地ではありません。 
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≪記載例７≫ ☐ 政治団体設立届   別紙 

■ 届出事項等の異動届 別紙 
 

国 会 議 員 氏 名 届 
 

令和〇年１０月１日 
  総 務 大 臣 
              殿 
    東京都選挙管理委員会 
 
               政治団体の名称 都庁政治研究会            
 
    主宰者（主要な構成員）である衆議院議員及び参議院議員の氏名について、下記のとおり 
   届け出ます。 
 

記 
 

区    分 氏       名 衆議院議員又は 
参議院議員の別 

ふ り が な とちょう  たろう 
■ 衆議院議員 
☐ 参議院議員  主 宰 者         都庁 太郎 

ふ り が な しんじゅく さくらこ 
■ 衆議院議員 
☐ 参議院議員 主要な構成員の氏名 新宿 桜子 

ふ り が な とうきょう じろう ☐ 衆議院議員 
■ 参議院議員 主要な構成員の氏名 東京 次郎 

ふ り が な  ☐ 衆議院議員 
☐ 参議院議員 主要な構成員の氏名  

ふ り が な  ☐ 衆議院議員 
☐ 参議院議員 主要な構成員の氏名  

ふ り が な  ☐ 衆議院議員 
☐ 参議院議員 主要な構成員の氏名  

ふ り が な  ☐ 衆議院議員 
☐ 参議院議員 主要な構成員の氏名  

ふ り が な  ☐ 衆議院議員 
☐ 参議院議員 主要な構成員の氏名  

 
（備考） １ 氏名を記載し、衆議院議員か参議院議員のいずれかを選択する

こと。 
     ２ 衆議院議員又は参議院議員の職にある者についてのみ記載する

こと。 
３ 主要な構成員が多数の場合には、別紙として添付すること。  

規正法３条①Ⅰ又は５条第①Ⅰの団体

で、現職の国会議員が主宰する又は主要

な構成員である政治団体が対象です。 
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支 部 証 明 書 
 
 
 政 党 の 支 部 の 名 称             ○○党△△支部              

 主たる事務所の所在地   東京都新宿区○○町１－１－１       

 主 た る 活 動 区 域             東京都                  
 
 
 上記の支部は、本政党の支部（本政党の   東京都   を単位として設けら
れる支部）であることを証明する。 
 
 
 令和 ○○年 ○○月 ○○日 
 
 
      政 党 の 名 称             ○  ○  党        

      主たる事務所の所在地   東京都千代田区△△２－２－２ 

      代 表 者 の 氏 名             党 首  太 郎    ㊞    
 
 
 
（備 考） 
 １以上の区市町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部にあって
は、「本政党の東京都○○○区を単位として設けられる支部」というように記載する
こと。 

≪記載例８≫ 

「政治団体設立届」における組織年月日
や「届出事項等の異動届」における支部
の名称、主たる事務所の所在地、主たる
活動区域、支部の単位などの異動年月日
と同日、又はそれより後の日付が記載さ
れることになります。 

政党の支部を設立する場合、又は政党の支部の名称、主た
る事務所の所在地、主たる活動区域、支部の単位に異動が
生じた場合に必要な書類となります。 
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政 党 の 状 況 等 に 関 す る 届 
 

令和 ○○年 ○○月 ○○日  
 
総 務 大 臣 
           殿 
東京都選挙管理委員会 
 
 
          政党の支部の名称  ○○党△△支部 
 
 
    本支部を支部とする政党の状況等について、下記のとおり届け出ます。 

記 

 名     称  ○ ○ 党 
本支部を支部と
する政党 

主たる事務所の
所  在  地  東京都千代田区△△２－２－２ 

 主たる活動区域  全国 
１以上の区市町村の区域等を単位として設けられる支部  

 
 
（備 考） 
 １以上の区市町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部にあって
は、□内に「✓」を記入すること。 

✓ 

≪記載例９≫  
政党の支部を設立する場合、又は政党の支部の名称を変更
する場合に必要な書類となります。 
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支 部 証 明 書 
 
 
 政 党 の 支 部 の 名 称             ○○党△△支部              

 主たる事務所の所在地   東京都新宿区○○町１－１－１       

 主 た る 活 動 区 域             東京都                  
 
 
 上記の支部は、本政党の支部（本政党の   東京都   を単位として設けら
れる支部）であることを証明する。 
 
 
 令和 ○○年 ○○月 ○○日 
 
 
      政 党 の 名 称             ○  ○  党        

      主たる事務所の所在地   東京都千代田区△△２－２－２ 

      代 表 者 の 氏 名             党 首  太 郎    ㊞    
 
 
 
（備 考） 
 １以上の区市町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部にあって
は、「本政党の東京都○○○区を単位として設けられる支部」というように記載する
こと。 

≪記載例８≫ 

「政治団体設立届」における組織年月日
や「届出事項等の異動届」における支部
の名称、主たる事務所の所在地、主たる
活動区域、支部の単位などの異動年月日
と同日、又はそれより後の日付が記載さ
れることになります。 

政党の支部を設立する場合、又は政党の支部の名称、主た
る事務所の所在地、主たる活動区域、支部の単位に異動が
生じた場合に必要な書類となります。 
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政 党 の 状 況 等 に 関 す る 届 
 

令和 ○○年 ○○月 ○○日  
 
総 務 大 臣 
           殿 
東京都選挙管理委員会 
 
 
          政党の支部の名称  ○○党△△支部 
 
 
    本支部を支部とする政党の状況等について、下記のとおり届け出ます。 

記 

 名     称  ○ ○ 党 
本支部を支部と
する政党 

主たる事務所の
所  在  地  東京都千代田区△△２－２－２ 

 主たる活動区域  全国 
１以上の区市町村の区域等を単位として設けられる支部  

 
 
（備 考） 
 １以上の区市町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部にあって
は、□内に「✓」を記入すること。 

✓ 

≪記載例９≫  
政党の支部を設立する場合、又は政党の支部の名称を変更
する場合に必要な書類となります。 
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受   付   印  活動区域の区分           資金管理団体       
  □ 全 国（２都道府県以上）  の指定の有無       

■ 東   京   都    内    ■ 有 ・ □ 無

届 出 事 項 等 の 異 動 届 
 令和 〇 年 ２ 月 １０ 日

 政治団体の名称 新宿太郎後援会 総  務  大  臣 殿  東京都選挙管理委員会  事務所の所在地 東京都 
中野区中野▲丁目５番１ 中野第一ビル２０４号室 

代表者の氏名       新宿 太郎 ㊞ 
                             上欄には届出事項の変更後の内容（新の内容）を記入してください。 
  届出事項等に異動があったので、政治資金規正法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 
異 動 事 項 異    動    内    容 異動年月日

ふ り が な 
新 

 令和

政 治 団 体 の 名 称 
 ・ ・ 

旧   

主 た る 事 務 所 の 
所 在 地 

新 
（〒１６４－０００１） 電  話（０３－３３８９－〇〇▲▲） 令和 
中野区中野▲丁目５番１ 中野第一ビル２０４号室  〇・２・５ 

旧 新宿区新宿△丁目１番１号 新宿ビル２０１号  
主たる活動区域           □東京都から全国へ  ・  □全国から東京都へ  

□その他（                                                 ）
令和 

・ ・ 
区      分  氏    名 住  所  ・  電  話 生 年 月 日  

ふ り が な 
新 

 〒164-001２ 電話（090-5000-××▲▲） □ 昭 和 □ 平 成 令和 

代 表 者 
 中野区本町▲丁目２－４ ツインパレス１０１ ・  ・ 〇・２・５ 

旧  新宿区新宿○丁目１番１号   

ふ り が な 
新 

 〒      電話（                ） □ 昭 和 □ 平 成 令和 

会 計 責 任 者 
   ・   ・ ・ ・ 

旧       
ふ り が な 

新 
 〒      電話（                ） □ 昭 和 □ 平 成 令和 

会 計 責 任 者 の 
職 務 代 行 者 

  ・ ・  ・ ・ 

旧      

そ の 他 
□規約の異動 □ 被推薦書の内容（                                                                   ） 令和 
□ 課税上の優遇措置の異動（無から有へ）        □ 課税上の優遇措置の異動（有から無へ） 
□ 支部の有無の異動（無から有へ） □政党の支部に関する届出事項の異動（別紙のとおり）
□ その他（                                   ）

・ ・ 

国 会 議 員 関 係
政 治 団 体 の 区 分 

新 

□法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体 公職の候補者に係る公職の種類（                   ）
□法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体 
      ふりがな  
公職の候補者の氏名（             ）  公職の候補者に係る公職の種類（                    ）
□法第１９条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体 
（ 主宰者や主要な構成員である国会議員の氏名及び公職の種類は別紙のとおり ） 
□ 国会議員関係政治団体以外の政治団体      

令和 

 
・  ・ 

旧 

□法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体  公職の候補者に係る公職の種類（                  ）
□法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体 

ふりがな  
公職の候補者の氏名（             ）   公職の候補者に係る公職の種類（                 ）
□法第１９条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体   □国会議員関係政治団体以外の政治団体     

 

  コード        入力  

・団体の名称を変更した場合には、必ず規約の変更も必要となります。 

・主たる事務所所在地の異動とともに規約の変更が必要な場合は、規

約の異動欄にチェックをつけ、また異動日を記載ください。 

≪記載例１０≫ 事務所の所在地・代表者住所の異動が生じたとき 

変更した内容のみ新旧を記載しそれ以外は記載しないでください。 

・住所のみの異動の場合、住所の新旧のみを記載しそれ以外は記載しないでください。

・住所の異動がある場合は、郵便番号や電話番号に変更がない場合でも新の欄に電話

番号と郵便番号の記載をお願いいたします。 

・電話番号のみの異動の場合は、旧の欄及び新の欄に電話番号のみをそれぞれ記載

するようお願いいたします。

・政党支部については、「支部証明書」の添付が必要です。届出前に党本部にご相談ください。 

・資金管理団体については、事務所を異動した場合、「資金管理団体届出事項の異動届」も併せて提出が必要です。 
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受   付   印  活動区域の区分           資金管理団体       
  □ 全 国（２都道府県以上）  の指定の有無       

■ 東   京   都    内    ■ 有 ・ □ 無

 届 出 事 項 等 の 異 動 届 
  令和 〇 年 ７ 月 １０ 日

 
政治団体の名称

江戸川元気後援会 総  務  大  臣 殿  東京都選挙管理委員会  事務所の所在地 東京都 
 江戸川区中央〇丁目４番２号 

代表者の氏名       江戸川 元気 ㊞ 
                             上欄には届出事項の変更後の内容（新の内容）を記入してください。 
  届出事項等に異動があったので、政治資金規正法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 
異 動 事 項 異    動    内    容 異動年月日

ふ り が な 
新 

 令和

政 治 団 体 の 名 称 
 ・ ・ 

旧   

主 た る 事 務 所 の 
所 在 地 

新 
（〒           ） 電  話（            ） 令和 
 ・ ・ 

旧   

主たる活動区域           □東京都から全国へ  ・  □全国から東京都へ  
□その他（                                                 ）

令和 
・ ・ 

区      分  氏    名 住  所  ・  電  話 生 年 月 日  
ふ り が な 

新 
 〒         電話（                  ） □ 昭 和 □ 平 成 令和 

代 表 者 
  ・  ・ ・ ・ 

旧     

ふ り が な 
新 

 〒      電話（                ） □ 昭 和 □ 平 成 令和 

会 計 責 任 者 
   ・   ・ ・ ・ 

旧       
ふ り が な 

新 
 〒      電話（                ） □ 昭 和 □ 平 成 令和 

会 計 責 任 者 の 
職 務 代 行 者 

  ・ ・  ・ ・ 

旧      

そ の 他 
□規約の異動 □ 被推薦書の内容（                                                                   ） 令和 
□ 課税上の優遇措置の異動（無から有へ）        □ 課税上の優遇措置の異動（有から無へ） 
□ 支部の有無の異動（無から有へ） □政党の支部に関する届出事項の異動（別紙のとおり）
□ その他（                                   ）

・ ・ 

国 会 議 員 関 係
政 治 団 体 の 区 分 

新 

■ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体 公職の候補者に係る公職の種類（ 衆議院議員 現職） 
■ 法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体 
      ふりがなえどがわ げんき  
公職の候補者の氏名（江戸川 元気）  公職の候補者に係る公職の種類（ 衆議院議員 現職） 
□法第１９条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体 
（ 主宰者や主要な構成員である国会議員の氏名及び公職の種類は別紙のとおり ） 
□ 国会議員関係政治団体以外の政治団体      

令和 

 〇・７・７ 

旧 

■ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体  公職の候補者に係る公職の種類（ 衆議院議員 候補者）
■ 法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体 

ふりがなえどがわ げんき  
公職の候補者の氏名（江戸川 元気）   公職の候補者に係る公職の種類（ 衆議院議員 候補者 ） 
□ 法第１９条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体   □ 国会議員関係政治団体以外の政治団体     

 

  コード        入力  
 

≪記載例１１≫ 国会議員関係政治団体の公職の種類に異動があったとき 

変更した内容のみ新旧を記載しそれ以外は記載しないでください。 

・2号団体に該当する場合は、「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を添付書類としてご提出ください。

・資金管理団体については、「資金管理団体届出事項の異動届」も併せて提出が必要です。 
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受  付  印   活 動 区 域 の 区 分          
 
 
 

 □ 全国（２都道府県以上）
  ✔ 東京都内 
   
   
    

 政  治  団  体  解  散  届 
 

令和 ○○  年 １２月  ５日 
 

総 務 大 臣 殿 東京都選挙管理委員会 
  

政治団体の名称            佐藤次郎を応援する会 

事務所の所在地          東京都   新宿区新宿△丁目１番１号 都庁ビル２０１号 

代 表 者 の 氏 名          佐 藤   次 郎       ㊞  

会計責任者の氏名          町 田    花 子              ㊞    

 

 

  令和○○年１１月３０日に解散したので、政治資金規正法第１７条第１項の規定に
より届け出ます。 
 

 
 （備 考） 

１ 解散の日から３０日以内に届け出ること（全国団体３枚、都団体２枚）。 
２ 解散届の提出をする場合には、法第１７条第１項に規定する解散の日までの「収支報
告書」を提出すること。 

３ 資金管理団体に指定したまま解散する場合は、「資金管理団体でなくなった旨の届」
を同時に提出すること。 

 
 

コード        入 力  
 

－５８－ 

≪記載例１２≫ 

資金管理団体に指定している場合は、この届出と
あわせて「資金管理団体でなくなった旨の届」(記
載例１６参照)も必要です。 

解散年分の収支報告書もあわせて提出す
る必要がありますのでご注意ください。 

 受   付   印   活 動 区 域 の 区 分

 
 
 
 

  □ 全国（２都道府県以上）
  ✔ 東京都内 

  
 資 金 管 理 団 体 指 定 届 
 

   令和 ○×年 ９ 月 ６日
   総 務 大 臣                           

 殿 
東京都選挙管理委員会 

 

氏     名 鴎 田  桜 子           ㊞ 

住     所
（代表者の住所） 千代田区有楽町○丁目1番1号 
公 職 の 種 類

 

都 議 会 議 員 （  現  職  ・  候補者 ） 

選 挙 区 千 代 田 区  
 
  資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、政治資金規正法第 19 条
 第２項の規定により届け出ます。 

記 
 

資金管理団体の名称  都庁地域フォーラム 

主 た る 事 務 所 の
所 在 地

（〒 100－0011  ） 電話 ０３ ( １２３４ )△△○○  

東京都 千代田区内幸町○丁目２番２号 

代 表 者 の 氏 名 鴎 田 桜 子 
指 定 年 月 日 令和 ○× 年 ９ 月 １ 日 

 
 

宣   誓   書 
 
  私は、上記の記載が真実であることを誓います。 

 
     令和 ○× 年 ９ 月 ６ 日          

氏  名  鴎 田 桜 子    ㊞  
 

コード        入 力  

－５9－ 

≪記載例１３≫  

代表者の住所を記載します。 
事務所の所在地ではありません。 
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受  付  印   活 動 区 域 の 区 分          
 
 
 

 □ 全国（２都道府県以上）
  ✔ 東京都内 
   
   
    

 政  治  団  体  解  散  届 
 

令和 ○○  年 １２月  ５日 
 

総 務 大 臣 殿 東京都選挙管理委員会 
  

政治団体の名称            佐藤次郎を応援する会 

事務所の所在地          東京都   新宿区新宿△丁目１番１号 都庁ビル２０１号 

代 表 者 の 氏 名          佐 藤   次 郎       ㊞  

会計責任者の氏名          町 田    花 子              ㊞    

 

 

  令和○○年１１月３０日に解散したので、政治資金規正法第１７条第１項の規定に
より届け出ます。 
 

 
 （備 考） 

１ 解散の日から３０日以内に届け出ること（全国団体３枚、都団体２枚）。 
２ 解散届の提出をする場合には、法第１７条第１項に規定する解散の日までの「収支報
告書」を提出すること。 

３ 資金管理団体に指定したまま解散する場合は、「資金管理団体でなくなった旨の届」
を同時に提出すること。 

 
 

コード        入 力  
 

－５８－ 

≪記載例１２≫ 

資金管理団体に指定している場合は、この届出と
あわせて「資金管理団体でなくなった旨の届」(記
載例１６参照)も必要です。 

解散年分の収支報告書もあわせて提出す
る必要がありますのでご注意ください。 

 受   付   印   活 動 区 域 の 区 分

 
 
 
 

  □ 全国（２都道府県以上）
  ✔ 東京都内 

  
 資 金 管 理 団 体 指 定 届 
 

   令和 ○×年 ９ 月 ６日
   総 務 大 臣                           

 殿 
東京都選挙管理委員会 

 

氏     名 鴎 田  桜 子           ㊞ 

住     所
（代表者の住所） 千代田区有楽町○丁目1番1号 
公 職 の 種 類

 

都 議 会 議 員 （  現  職  ・  候補者 ） 

選 挙 区 千 代 田 区  
 
  資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、政治資金規正法第 19 条
 第２項の規定により届け出ます。 

記 
 

資金管理団体の名称  都庁地域フォーラム 

主 た る 事 務 所 の
所 在 地

（〒 100－0011  ） 電話 ０３ ( １２３４ )△△○○  

東京都 千代田区内幸町○丁目２番２号 

代 表 者 の 氏 名 鴎 田 桜 子 
指 定 年 月 日 令和 ○× 年 ９ 月 １ 日 

 
 

宣   誓   書 
 
  私は、上記の記載が真実であることを誓います。 

 
     令和 ○× 年 ９ 月 ６ 日          

氏  名  鴎 田 桜 子    ㊞  
 

コード        入 力  

－５9－ 

≪記載例１３≫  

代表者の住所を記載します。 
事務所の所在地ではありません。 
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受  付  印  活 動 区 域 の 区 分
  □ 全国（２都道府県以上）

✓ 東 京 都 内      

資金管理団体届出事項の異動届 
                          令和 ○○年 ７月 ９日 
  総 務 大 臣 
             殿 
  東京都選挙管理委員会 

氏     名 鴎 田  桜 子   ㊞ 
住     所 

（ 代 表 者 の 住 所 ）  千代田区有楽町○丁目 1番 1号
資金管理団体の名称 都庁地域フォーラム 

 
  届出事項に異動があったので、政治資金規正法第１９条第３項第３号の規定により、 
 下記のとおり届け出ます。       

記 
異 動 事 項       内         容 異動年月日

公 職 の 種 類 
新 都議会議員            （現職・候補者） 

選挙区（ 千代田区                  ） 令和 
 
○○・７・７旧 都議会議員                   （現職・候補者） 

選挙区（ 千代田区                  ） 

資 金 管 理 
 

団 体 の 名 称 

新  令和 
 
  ・ ・ 旧  

主たる事務所 
 
の 所 在 地       

新 （〒100-0005）電話（０３－５３２０－△△×× ） 
令和 
 
○○・７・７

東京都 千代田区丸の内○丁目３番３号 

旧 東京都千代田区内幸町○丁目２番２号 
 
代 表 者 の       
 
氏    名       

新  令和 
 
  ・ ・ 旧  

 
宣  誓  書 

 
  私は、上記の記載が真実であることを誓います。 
 
   令和 ○○ 年 ７ 月 ９ 日 

                  氏  名 鴎 田  桜 子    ㊞ 

－60－ 

代表者の住所を記載します。 
事務所の所在地ではありません。

この届出と同時に「届出事項等の異動届」が必要な場
合がありますので、ご注意ください。 

≪記載例１４≫  

受   付   印   活  動  区  域  の  区  分

 
 
 
 

    全国（２都道府県以上）
  ✓ 東京都内 

  
 資 金 管 理 団 体 指 定 取 消 届 
 

   令和  ○△年 １月  ４日

 
  総 務 大 臣                           

 殿 
東京都選挙管理委員会 

氏    名    鴎  田    桜  子   ㊞  

住    所
（ 代 表 者 の 住 所 ）  千代田区有楽町○丁目 1 番 1 号 

 
    下記の政治団体に対する資金管理団体の指定を取り消したので、政治資金規正法
 第 19 条第３項第１号の規定により届け出ます。  

記 
資金管理団体の
名 称   都庁地域フォーラム 

主たる事務所の 
所 在 地 

（〒100－0005 ） 電話 ０３（ ５３２０ ）△△××

東京都 千代田区丸の内○丁目３番３号 
取 消 年 月 日 令和 ○○ 年 １２ 月 ３１ 日 
 
 
 
 

宣 誓 書 
 
  私は、上記の記載が真実であることを誓います。 
 
 

  令和○△ 年 １ 月 ４日 
 
                 氏 名  鴎 田   桜 子   ㊞  
 

コード        入  力  
 
 

－61－ 

代表者の住所を記載します。 
事務所の所在地ではありません。

≪記載例１５≫  

― 60 ―



受  付  印  活 動 区 域 の 区 分
  □ 全国（２都道府県以上）

✓ 東 京 都 内      

資金管理団体届出事項の異動届 
                          令和 ○○年 ７月 ９日 
  総 務 大 臣 
             殿 
  東京都選挙管理委員会 

氏     名 鴎 田  桜 子   ㊞ 
住     所 

（ 代 表 者 の 住 所 ）  千代田区有楽町○丁目 1番 1号
資金管理団体の名称 都庁地域フォーラム 

 
  届出事項に異動があったので、政治資金規正法第１９条第３項第３号の規定により、 
 下記のとおり届け出ます。       

記 
異 動 事 項       内         容 異動年月日

公 職 の 種 類 
新 都議会議員            （現職・候補者） 

選挙区（ 千代田区                  ） 令和 
 
○○・７・７旧 都議会議員                   （現職・候補者） 

選挙区（ 千代田区                  ） 

資 金 管 理 
 

団 体 の 名 称 

新  令和 
 
  ・ ・ 旧  

主たる事務所 
 
の 所 在 地       

新 （〒100-0005）電話（０３－５３２０－△△×× ） 
令和 
 
○○・７・７

東京都 千代田区丸の内○丁目３番３号 

旧 東京都千代田区内幸町○丁目２番２号 
 
代 表 者 の       
 
氏    名       

新  令和 
 
  ・ ・ 旧  

 
宣  誓  書 

 
  私は、上記の記載が真実であることを誓います。 
 
   令和 ○○ 年 ７ 月 ９ 日 

                  氏  名 鴎 田  桜 子    ㊞ 

－60－ 

代表者の住所を記載します。 
事務所の所在地ではありません。

この届出と同時に「届出事項等の異動届」が必要な場
合がありますので、ご注意ください。 

≪記載例１４≫  

受   付   印   活  動  区  域  の  区  分

 
 
 
 

    全国（２都道府県以上）
  ✓ 東京都内 

  
 資 金 管 理 団 体 指 定 取 消 届 
 

   令和  ○△年 １月  ４日

 
  総 務 大 臣                           

 殿 
東京都選挙管理委員会 

氏    名    鴎  田    桜  子   ㊞  

住    所
（ 代 表 者 の 住 所 ）  千代田区有楽町○丁目 1 番 1 号 

 
    下記の政治団体に対する資金管理団体の指定を取り消したので、政治資金規正法
 第 19 条第３項第１号の規定により届け出ます。  

記 
資金管理団体の
名 称   都庁地域フォーラム 

主たる事務所の 
所 在 地 

（〒100－0005 ） 電話 ０３（ ５３２０ ）△△××

東京都 千代田区丸の内○丁目３番３号 
取 消 年 月 日 令和 ○○ 年 １２ 月 ３１ 日 
 
 
 
 

宣 誓 書 
 
  私は、上記の記載が真実であることを誓います。 
 
 

  令和○△ 年 １ 月 ４日 
 
                 氏 名  鴎 田   桜 子   ㊞  
 

コード        入  力  
 
 

－61－ 

代表者の住所を記載します。 
事務所の所在地ではありません。

≪記載例１５≫  
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受   付   印   活  動  区  域  の  区  分

 
 
 
 

  □ 全国（２都道府県以上）
  ✓ 東京都内 

  
 資金管理団体でなくなった旨の届
 

   令和○○年１２月５  日
  総     務     大      臣                           

殿東京都選挙管理委員会 
 

氏    名      佐 藤  次 郎  ㊞  

住    所
（ 代 表 者 の 住 所 ） 新宿区四谷○丁目１番１号 

 
 下記の政治団体は、政治資金規正法第 19 条第３項第２号に掲げる事由により、 
資金管理団体でなくなったため、その旨を届け出ます。  

記 
 

資金管理団体の名称 佐藤次郎を応援する会 
主 た る 事 務 所 の
所 在 地

（〒160-0022   ） 電話 ０３（ ５３２１ ）△△○○

東京都 新宿区新宿△丁目１番１号 都庁ビル２０１号 

資 金 管 理 団 体 で
な く な っ た 事 由

✓ 解散 
□ 資金管理団体の届出をした者が死亡した 
□ 資金管理団体の届出をした者が代表者でなくなった 
□ 資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなった 
□ その他（                      ）

事 由 発 生 年 月 日 令和 ○○ 年 １１ 月 ３０ 日 
 

宣 誓 書 
 
  私は、上記の記載が真実であることを誓います。 
 
     令和○○ 年 １２ 月 ５日 
 
                   氏 名 佐 藤  次 郎  ㊞  
 
（注意）１ 「資金管理団体でなくなった事由」欄には、いずれかの事由にチェックを入れること。 

２ 資金管理団体の指定をした者が死亡した場合には、新たに選任された代表者が届け出る
こと。 

－62－ 

代表者の住所を記載します。 
事務所の所在地ではありません。 

≪記載例１６≫  

― １１５ ― 
 

１ 収支報告書の提出 
 
 政治団体の会計責任者は、毎年 12 月 31 日（解散のときはその日）現在で、その年における当該
団体の収支を報告することが義務づけられています。したがって、収支報告書は収入・支出が「０
円」であっても、すべての政治団体に提出の義務があります。未提出の場合は「５年以下の禁錮又
は 100 万円以下の罰金」のほかに公民権停止を含む罰則があります。 
 また、提出期限までに前年提出分も含めて２年分の収支報告書を提出しない団体は、規正法８条
の適用については、政治団体としての届出がなかった団体とみなされ、提出期限を経過した日以後、
政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができないことになります（規正法 17条②）。 

 
(1) 収支報告書の様式 

収支報告書の様式については、東京都選挙管理委員会のホームページ 

（https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/organization/shikin-format）に掲載していますの
で、ダウンロードしてご利用ください。 

 
(2) 提出期間  

毎年 12 月 31 日現在の収支等を、翌年の１月４日から３月 31 日（土曜日、日曜日、祝日は除
く。）までに提出します。 

国会議員関係政治団体の提出期間は、翌年の１月４日から５月 31日までとなります。 
 

３月 31 日（国会議員関係政治団体は５月 31 日）が土曜日又は日曜日の場合には、翌月曜日
までとなります。 

また、この間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙があったときには、４月末（国会議員関係政治団
体は６月末）となります。 
 

 ※ 例年、２月中旬～３月末及び５月下旬は窓口が大変混雑しますので、なるべく早めにご提
出をお願いします。また、混雑時には、受付まで長時間お待ちいただくことがありますので、
あらかじめご了承願います。 

 
(3) 提出部数  

区   分 

収支報告書 

（控えを含む。） 
領収書等の写し 

(複写機により複写したものに限る。) 

第 15号様式 

第 16号様式 

政 治 資 金 

監査報告書 

都 団 体  

（表紙は白色） ２部 １部 
・収支報告書記載順に並べ、
収支報告書とは別に綴じて
Ａ４判で提出願います。 

１部 
・該当団体のみ 
・領収書と一緒に綴

ってください。 

１部 
・国会議員関係
政治団体のみ全国団体 

（表紙は青色） 
２部＋〒郵便番号の
付いている表紙１枚 

※ 受付後に、収支報告書１部を控えとしてお渡ししますので、２部提出してください。 
  （１部の場合には、控えは発行できません。） 
※ 収支「０円」の場合には、次の様式を 1 セットとして２組提出してください。 

   （その １） 表紙（全国団体は表紙のみ別に 1 枚必要です。） 
   （その ２） 収支の状況 
   （その１７） 資産等の総括表 
   （その２０） 宣誓書 
※ 収支報告書の表紙(その１)は、自作のものでも差し支えありませんが、年末に東京都選挙

管理委員会からお送りさせていただく表紙(その１)もご持参いただくと形式審査を効率良く
行うことができますので、ご協力願います。 

※ 領収書等に支出の目的、金額及び年月日の記載があり、かつ、その領収書等が当該政治団
体あてに発行されたものであることをご確認ください。 
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